
第一五一回

参第八号

　　　特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（案）

　特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）の一部を次のように改正する。

　第十条第一項に次のただし書を加える。

　　ただし、第二号イに掲げる書類において役員のうち報酬を受ける者の氏名が明らかに

されている場合にあっては同号ニに掲げる書類を、第十号又は第十一号に掲げる書類に

おいて事業年度を設ける場合における設立当初の事業年度が明らかにされている場合に

あっては第九号に掲げる書類を、それぞれ申請書に添付することを要しない。

　第十二条第二項中「二月以内」を「一月以内」に改める。

　別表中第十二号を第十六号とし、第十一号の次に次の四号を加える。

　十二　科学技術の振興を図る活動

　十三　高度情報通信ネットワーク社会の形成の促進を図る活動

　十四　地域の特性を生かした地域産業の振興を図る活動

　十五　消費者保護活動

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

　（経過措置）

第二条　この法律の施行前にされた特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請につ

いては、なお従前の例による。



　　　　　理　由

　特定非営利活動の健全な発展を促進するため、特定非営利活動の対象となる活動の種類

の追加、認証に係る申請書の添付書類の簡略化及び認証又は不認証の決定を行わなければ

ならない期間の短縮を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


